
不 動 産 の 譲 渡 に

個人が土地や建物等の不動産をはじめ車両，機械装置等の資産を売ったときの

利益を譲渡所得といいます。

なお，資産を売ったときだけでなく次のような場合も譲渡所得が発生すること

に注意してください。

１．資産を交換した場合

２．資産を公売や競売された場合

３．資産を公共事業に買収された場合

４．土地に借地権や地役権を設定させ権利金等を受け取った場合

５．法人設立のときに資産を現物出資した場合

６．資産を贈与したり遺贈した場合（法人に対するもの）

７．資産を著しく低い価額で売った場合（法人に対するもの）

所得税（国税）・住民税（地方税）

譲渡所得には，所得税と住民税（県民税及び市町村民税）が課税されます。

所得税や住民税は，いろいろな所得を総合して税額を計算する総合課税が原則

ですが，土地や建物の譲渡所得に対しては，他の所得と分離して計算する制度（分

離課税といいます。）が規定されています。

不動産の譲渡所得は次のように長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。

長期譲渡所得
譲渡した年の１月１日において，所有期間が５年を超える土地や建物を譲
渡した場合の譲渡所得です。

短期譲渡所得
譲渡した年の１月１日において，所有期間が５年以内の土地や建物を譲渡
した場合の譲渡所得です。
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■譲渡所得の計算

譲渡価額 － !# 取得費 ＋ 譲渡費用 "$ － 特別控除額 ＝ 課税長期（短期）譲渡所得

※ 平成１６年度の改正により，平成１６年１月１日以降に行う土地，建物等の

譲渡について，長期（短期）譲渡所得の計算上生じた損失の金額について

は，土地，建物等の譲渡による所得以外の所得との損益通算及び翌年以降

の繰越を認めないこととなりました。（特例あり５２ページ参照）

１．譲渡価額（収入金額）

土地や建物などの資産を売却した代金等をいいます。

２．取 得 費

①資産の購入代金，②仲介手数料，③登記費用，④設備費，⑤改良費（通常

の修繕費は含みません。）などの合計額です。

また，取得費が不明の場合又は，実際の取得費の金額が譲渡価額（収入金額）

の５％相当額に満たない場合は，その５％相当額を取得費の金額として計算す

ることができます。

３．譲渡費用

①仲介手数料，②測量費など譲渡のために直接要した費用のほか，③貸家の

売却に際して借家人に支払った立退料，④土地の売却に際して建物を取り壊し

た場合の取り壊し費用や取り壊し損などの金額です。

なお，修繕費や固定資産税のような資産の維持，管理に要した費用は含まれません。

４．特別控除額

土地や建物などを売却したときの譲渡所得の計算上，特例として特別控除が

受けられる場合があります。譲渡の種類とその特別控除額は次のとおりです。

% 自分の住んでいる居住用財産を譲渡した場合 ……………………３，０００万円

& 収用対象事業に係る収用交換等のために資産を譲渡した場合……５，０００万円

' 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ………２，０００万円

( 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 …………１，５００万円

) 農地保全の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ………………８００万円

なお，控除が受けられる最高限度額は，年間の譲渡所得全体を通じて５，０００万

円です。
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※ 平成１６年度の改正により，平成１６年１月１日以降に行う土地，建物等の

譲渡について，長期譲渡所得の１００万円特別控除は廃止されました。

■税額の計算方法
１．長期譲渡所得の場合

課税長期
譲渡所得 ×１５％

!
#
%

県 民 税 ２％
市町村民税 ３％

"
$
&
＝ 税 額

※ 平成１６年度の改正により，平成１６年１月１日以降に行う土地，建物等の

譲渡について適用します。

【計算例】

先祖伝来の農地を，平成２２年に総額１０，０００万円で売却しました。

なお，この土地を売却する際に，仲介手数料，測量費など，売却するため

に直接要した費用が４００万円かかりました。

この場合の譲渡所得に係る税額は次のようになります。

' 長期譲渡所得の計算

① 取得費＝１０，０００万円×５％＝５００万円
（譲渡価額）

※ 取得費が不明の場合又は，実際の取得費の金額が譲渡価額（収入金額）

の５％相当額に満たない場合は，その５％相当額を取得費の金額として

計算することができます。

② １０，０００万円 －（５００万円＋４００万円）＝９，１００万円
（譲渡価額） （取得費）（譲渡費用）（長期譲渡所得）

※ 平成１６年度の改正により，平成１６年１月１日以降に行う土地，建物等

の譲渡について，長期譲渡所得の１００万円特別控除は廃止されました。

そのため，この計算例では長期譲渡所得金額＝課税長期譲渡所得金額と

して，以下の税額計算を行います。

( 税額の計算

① 所 得 税

９，１００万円 × １５％ ＝１，３６５万円
（課税長期譲渡所得）（税率） （税額）

② 県 民 税 ９，１００万円×２％＝１８２万円

③ 市町村民税 ９，１００万円×３％＝２７３万円
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２．短期譲渡所得の場合

課税短期
譲渡所得 ×３０％

!
#
%

県 民 税 ３．６％
市町村民税 ５．４％

"
$
&
＝ 税 額

※ 平成１６年度の改正により，平成１６年１月１日以降に行う土地，建物等の

譲渡について適用します。

【計算例】

平成１８年に３，０００万円で購入した宅地を平成２２年に総額５，０００万円で売却し

ました。

なお，売却する際に，仲介手数料など，売却するために直接要した費用が

２００万円かかりました。

この場合の譲渡所得に係る税額は次のようになります。

' 短期譲渡所得の計算

① ５，０００万円 －（３，０００万円＋２００万円）＝１，８００万円
（譲渡価額） （取得費）（譲渡費用）（短期譲渡所得）

( 税額の計算

① 所 得 税

１，８００万円 × ３０％ ＝５４０万円
（課税短期譲渡所得）（税率） （税額）

② 県 民 税 １，８００万円×３．６％＝６４．８万円

③ 市町村民税 １，８００万円×５．４％＝９７．２万円
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３．所得控除

控 除 項 目 住 民 税（２３年度分）※ 所 得 税（２２年分）

雑 損 控 除
①か②のうち多い額
①損失額－総所得金額等×１０％
②災害関連支出の金額－５万円

①か②のうち多い額
①損失額－総所得金額等×１０％
②災害関連支出の金額－５万円

医 療 費 控 除

（２２年中に支払った医療費－保険等で
補てんされた額）－（１０万円または所得
金額の５％のいずれか少ない額）＝控
除額（最高２００万円）

（２２年中に支払った医療費－保険等で
補てんされた額）－（１０万円または所得
金額の５％のいずれか少ない額）＝控
除額（最高２００万円）

社会保険料控除 ２２年中に支払った額 ２２年中に支払った額

小規模企業共済等
掛 金 控 除 ２２年中に支払った額 ２２年中に支払った額

生命保険料控除 ①一般の生命保険料……最高３５，０００円
②個人年金保険料………最高３５，０００円

①一般の生命保険料……最高５０，０００円
②個人年金保険料………最高５０，０００円

地震保険料控除 ……………………………最高２５，０００円 ……………………………最高５０，０００円

!
#
経過措置の長期
損害保険料控除

"
$

……………………………最高１０，０００円
ただし，地震保険料控除と合わせて最
高２５，０００円

……………………………最高１５，０００円
ただし，地震保険料控除と合わせて最
高５０，０００円

寄 附 金 控 除 （特定の寄附金の総額または総所得金額等
×４０％のいずれか少ない金額）－２千円

障 害 者 控 除
本人・配偶者・扶養親族（１人につき）
……………………………………２６万円
（特別障害者の場合は …………３０万円）

……………………………………２７万円
（ …………………………………４０万円）

寡婦（寡夫）控除
……………………………………２６万円
（寡婦で，合計所得金額が５００万円以下
で，かつ扶養親族の子がいる場合…３０万円）

……………………………………２７万円

（ …………………………………３５万円）

勤労学生控除 本人が勤労学生…………………２６万円 ……………………………………２７万円

配 偶 者 控 除

一般の配偶者……………………３３万円
（同居特別障害者の場合は ……５６万円）

……………………………………３８万円
（ …………………………………７３万円）

７０歳以上の配偶者………………３８万円
（同居特別障害者の場合は ……６１万円）

……………………………………４８万円
（ …………………………………８３万円）

配偶者特別控除
配偶者の所得により異なります。また，
配偶者控除と重複して控除される部分
は廃止されています。……最高３３万円 ………………………………最高３８万円

扶 養 控 除

一般の扶養親族…………………３３万円
（同居特別障害者の場合は ……５６万円）

……………………………………３８万円
（ …………………………………７３万円）

１６歳以上２３歳未満の扶養親族…４５万円
（同居特別障害者の場合は ……６８万円）

……………………………………６３万円
（ …………………………………９８万円）

７０歳以上の扶養親族……………３８万円
（同居特別障害者の場合は ……６１万円）

……………………………………４８万円
（ …………………………………８３万円）

７０歳以上の同居老親等…………４５万円
（同居特別障害者の場合は ……６８万円）

……………………………………５８万円
（ …………………………………９３万円）

基 礎 控 除 ……………………………………３３万円 ……………………………………３８万円

※ 住民税については，今後の税制改正により，内容が変更になることがあります。
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■譲渡所得に係る主な特例
１．自分が居住の用に供している居住用財産を売却した場合には，確定申告をす

ることにより，次の%から&などの特例の適用を受けることができます。

【居住用財産】

これらの特例の対象となる居住用財産は，次のいずれかに該当する家屋や

敷地をいいます。

イ 現に自分が居住している家屋

ロ 過去に自分が居住していた家屋（居住の用に供されなくなった日から

同日以後３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲渡した場合に

限ります。）

ハ イかロの家屋とともに譲渡されるその敷地（家屋の所有者と異なる場

合は，一定の要件を満たす必要があります。）

ニ イの家屋が災害により滅失した場合の敷地（居住の用に供されなく

なった日から同日以後３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲

渡した場合に限ります。）

これらのほかにも，①転勤などのため単身で他に起居している場合に，生

計を－にする親族が居住している家屋とその敷地や，②居住用家屋を取り壊

した敷地などで，一定の要件を満たすものも特例の対象となる場合がありま

す。

【特例の適用が受けられない場合】

次のような場合には，特例は受けられません。

イ 特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる家屋や仮

住まいである家屋を売却した場合

ロ 配偶者，直系血族その他生計を－にする親族などや同族会社などに売

却した場合

% 居住用財産を売却した場合の３，０００万円の特別控除の特例

長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも，その譲渡所

得から最高３，０００万円の特別控除額を控除することができます。

譲渡価額 － !# 取得費 ＋ 譲渡費用 "$ － ３，０００万円＝課税長期（短期）譲渡所得

※ 長期（短期）譲渡所得が３，０００万円に満たない場合には，特別控除額は，

その譲渡所得の金額が限度となります。
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' 所有期間が１０年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例

売却した年の１月１日において所有期間が１０年を超える居住用財産を売却

した場合には，３，０００万円の特別控除額を差し引いた後の課税長期譲渡所得

について，軽減税率を適用することができます。

① 課税長期譲渡所得が６，０００万円以下のとき

課税長期
譲渡所得 ×１０％

!
#
%

県 民 税 １．６％
市町村民税 ２．４％

"
$
&
＝ 税 額

② 課税長期譲渡所得が６，０００万円を超えるとき

!
#
%

課税長期
譲渡所得 －６，０００万円

"
$
&
×１５％

!
#
%

県 民 税 ２％
市町村民税 ３％

"
$
&

＋６００万円
!
#
%

県 民 税 ９６万円
市町村民税 １４４万円

"
$
&
＝ 税 額

( 特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例

個人が，平成５年４月１日から平成２３年１２月３１日までの間に，売却した年の

１月１日において所有期間が１０年を超える居住用財産で一定の要件に該当す

るもの（譲渡資産）を売却して，売却した年の前年から翌年までの３年の間

に代わりの居住用財産（買換資産）を取得し，かつ，一定の期間内に居住の用

に供する場合には，「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用があります。

この買換えの特例の適用を受けた場合には，売却した居住用財産の譲渡価

額が買い換えた居住用財産の取得価額よりも多い場合だけ，その差額に税金

がかかります。

① 譲渡資産の範囲

a 売却した年の１月１日において所有期間が１０年を超える居住用財産で

あること

b 自分が１０年以上にわたって居住用として使用していたものであること。

c 譲渡に係る対価の額が２億円以下であること。（平成２２年１月１日以

後に行う譲渡について適用）

② 買換資産の範囲

a 買換資産である家屋が中古住宅である場合は，その取得の日以前２５年

以内に建築された耐火建築物又は一定の耐震基準適合住宅であること。

b 買換財産である家屋の居住用として使用する部分の面積が５０㎡以上で

あること。
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c 買換資産である居住用家屋の敷地の面積が５００㎡以下であること。

③ 特例による税額計算

a 課税譲渡所得

売却した居住用
財産の譲渡価額 － 取得した居住用財産

（買換資産）の取得価格 …………………ア

!
#
%

売却した居住用
財産の取得費 ＋ 譲 渡

費 用

"
$
&
×

ア

売却した居住用
財産の譲渡価額

………イ

ア ー イ ＝ 課税長期譲渡所得

b 税額計算

長期譲渡所得の計算方法（４７ページ参照）によります。

※ この特例を受ける場合には，'の「３，０００万円の特別控除の特例」

や(「軽減税率の特例」の適用を重ねて受けることができません。

) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

個人が，平成１０年１月１日から平成２３年１２月３１日までの間に，売却した年

の１月１日において所有期間が５年を超える居住用財産を売却した場合で，

その売却した年の前年の１月１日からその売却した年の翌年１２月３１日までに

新たな居住用財産（買換資産）を取得し，かつ，その取得をした年の翌年１２

月３１日までの間に居住の用に供するとき又は供する見込みであるときなど一

定の要件を満たす場合は，その居住用財産の売却に係る損失の金額を，一定

の計算の下で，その年の他の所得と損益通算することができ，また，その損

失を控除しきれなかった場合は，その譲渡の年の翌年以後３年間繰り越して，

各年分の所得から控除することができます。

* 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

個人が，平成１６年１月１日から平成２３年１２月３１日までの間に，売却した年

の１月１日において所有期間が５年を超える特定居住用財産を売却し，その

売却に係る譲渡損失の金額があるときは，一定の要件の下で，その年の他の

所得と損益通算することができ，また，その損失を控除しきれなかった場合

は，その譲渡の年の翌年以後３年間繰り越して，各年分の所得から控除する
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ことができます。

２．特定の事業用資産の買換えの特例

個人が，昭和４５年１月１日から平成２３年１２月３１日までの間に，事業の用に供

している特定の資産を譲渡し，その代わりにその譲渡資産に対応する特定の買

換資産を取得したときは，一定の要件の下で，買換え資産の一定の割合の金額

について課税の繰り延べをすることができます。

３．優良住宅地の造成等のために土地等を売却した場合の軽減税率の特例

個人が，昭和６２年１０月１日から平成２５年１２月３１日までの間に，売却した年の

１月１日において所有期間が５年を超える土地等を優良住宅地の造成等のため

に，国や地方公共団体，一定規模以上の優良住宅地の造成や住宅の建設を行う

者等に対して譲渡した場合には，一定の要件の下で，長期譲渡所得の税率が軽

減されます。

①課税長期譲渡所得が２，０００万円以下のとき

課税長期
譲渡所得 ×１０％

!
#
%

県 民 税 １．６％
市町村民税 ２．４％

"
$
&
＝ 税 額

②課税長期譲渡所得が２，０００万円を超えるとき

!
#
%

課税長期
譲渡所得 －２，０００万円

"
$
&
×１５％

!
#
%

県 民 税 ２％
市町村民税 ３％

"
$
&

＋２００万円
!
#
%

県 民 税 ３２万円
市町村民税 ４８万円

"
$
&
＝ 税 額

※ 平成１６年度の改正により，平成１６年１月１日以降に行う土地，建物等の

譲渡について，収用交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例，

換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例その他の課税の繰延べ

措置並びに収用交換等の５，０００万円特別控除，特定土地区画整理事業等の

ための２，０００万円特別控除，特定住宅地造成事業等のための１，５００万円特別

控除，農地保有合理化等のための８００万円特別控除及び居住用財産の３，０００

万円特別控除を適用した場合には，この軽減税率の特例は適用しないこと

となりました。

※ 譲渡所得に係る特例の詳細については，税務署（５５ページ）にお問い合

わせください。
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